
 
 
 
 

 
 
 

Q１　この事業は、誰のために、何をするのですか？

Q２　この事業に、私たちの税金がどのように使われていますか？

Q３　この事業が行われることによるメリットは？

Q４　この事業はいつから始まり、また、見直しなどを行いましたか？

広く市民に対し、スポーツ利用のために小学校および中学校の体育館

や運動場の貸出をする事業です。 

スポーツ活動を通じた市民の健康増進や、スポーツクラブ等の育成を

目的としています。

　貸出の管理をする指導員（鍵開け等）への謝礼金や、体育館や運動場

の照明電気代、修繕に使われています。

市民が身近な地域でスポーツをする場を提供しています。

平成 17 年 3 月の三原市の合併前より、各地域で学校施設の開放を実施

しています。 

近年では、令和 5 年 5 月に規則を見直ししました。平日の利用時間を学

校運営上支障のない範囲で 18 時からとしていた開始時間を 17 時からに

改正して利用者の利便性を向上しました。

事業名：学校等施設開放事業

ワ ン ポ イ ン ト 解 説 

やっさだるマンの
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2024 年度

事業シート（概要説明書）

予算事業名 学校等施設開放事業 事業開始年度 2005年度

上位施策事業名 2-2-4　スポーツの振興 担当局・部名 教育部

根拠法令等 三原市立学校等施設の開放に関する規則 担当課･係名 教育振興課

事務区分 ☑自治事務　　□法定受託事務 作成責任者 恩地

対象者数（全住民に対する割合）

人 ％

☑直接実施（直営）

□業務委託 又は □指定管理　（委託先又は指定管理者：　　　　　　　　　　   　　　　　）

□補助金〔直接・間接〕（補助先：　　　    　　実施主体：  　　　 　　　）

□貸付（貸付先：　　　　　　　　　）□その他（　　　　　　　　　　　　）

事業内容（箇条書き） 事業費 活動指標

2024 年度（予算） 2023 年度（決算見込） 2022 年度（決算） 2021 年度（決算）

事業費合計 2,455 千円 4,694 千円 4,407 千円 2,862 千円

担当正職員 0.25 人 1,500 千円 0.25 人 1,500 千円 0.25 人 1,500 千円 0.25 人 1,500 千円

臨時職員等 人 千円 人 千円 人 千円 人 千円

人件費合計 0.25 人 1,500 千円 0.25 人 1,500 千円 0.25 人 1,500 千円 0.25 人 1,500 千円

総事業費 3,955 千円 6,194 千円 5,907 千円 4,362 千円

0 千円 0 千円 0 千円 0 千円

国県補助金の内容

地方債 0 千円 0 千円 0 千円 0 千円

2,455 千円 4,694 千円 4,407 千円 2,862 千円

その他の財源の内容 照明電気代

一般財源 1,500 千円 1,500 千円 1,500 千円 1,500 千円

財源合計 3,955 千円 6,194 千円 5,907 千円 4,362 千円

実施の背景

・スポーツ又は文化を通じて豊かな生活を営むことは全ての人々の権利であり、市民の自発的なて興
 味、関心に対し、安全かつ公正に活動できる場の確保が求められている。
・学校施設が地域住民の最も身近な活動の場として、学校施設を一層気軽に利用できるようにしていく
 ことが求められている。
・スポーツ基本法において「学校設置者は、学校の教育に支障のない限り、当該学校のスポーツ施設を
 一般のスポーツのための利用に供するよう努めなければならない」旨が規定されている。

目　的
（何のために）

 「学校施設開放事業」とは学校教育に支障のない範囲で学校施設(屋内運動場等)を開放して、地
域住民の方に文化、芸術、スポーツ又はレクリエーション関係団体へ学習の場を提供している事
業である。 スポーツ活動等を通じて、地域住民の方々の健康増進やコミュニティづくりを推進す
ることを目的としている。　

対　象
（誰・何を対象に）

　小学校（17校）及び中学校（8校）の屋内運動場、屋外運動場、武道場
について学校体育施設利用登録団体に開放する。（市内に居住又は勤務
している者で構成する青少年団体及び青少年健全育成関係団体、並びに
文化、芸術、スポーツ又はレクリエーション関係団体（※三原市立学校
等施設の開放に関する規則に定義）
・登録団体184団体（R6.7.18現在）【別紙1】

実施方法

事業内容
（手段、手法など） 屋内運動場、屋外運動場、武道場等貸出し 2,455 

千
円

関連事業
（同一目的事業等）

事
業
費

事業費内訳
（2023年度分）

学校体育施設開放事業管理指導員謝金　3,566千円
印刷資本費（利用申請書、納入通知書）　 22千円
電気使用料　　　　　　　　　　　　　1,019千円
修繕費　　　　　　　　　　　　　　　 　87千円

人
件
費

国県補助金

その他の財源
（使用料、手
数料など）

事
業
概
要

コ
ス
ト

財源

内訳

事業番号１事業番号６
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2024 年度

事業シート（概要説明書）

予算事業名 学校等施設開放事業 事業開始年度 2005年度

事業番号１事業番号６

【活動指標名】（実績値/目標値） 単位 2023 年度 2022 年度 2021 年度

学校体育施設利用回数（屋内運動場） 回 【別紙2】

学校体育施設利用回数（屋外運動場） 回 【　〃  】

学校体育施設利用回数（武道場） 回 【　〃  】

単位当たりコスト ／

【成果指標名】（実績値/目標値） 単位 2023 年度 2022 年度 2021 年度

学校体育施設利用登録団体数 回 【別紙1】

事
業
実
績

活動実績

事
業
成
果

成果目標
（指標設定理由等）

学校体育施設利用団体登録数（利用団体登録期間（3年間）の登録総数の増減）

成果
（目標達成状況）

事業の自己評価
(今後の事業の方向

性、課題等)

〔自己評価・課題〕　
・施設利用団体登録の手続きは、市役所（本庁）へ来庁し登録申請書の提出が必要として
 おり、電子申請等のデジタル化の検討が必要である。
・学校開放における体育館等の解錠施錠は管理指導員が行うが、今年度（R6年度）から、
 一部の施設（14/25校※避難所開設時に優先開設する施設）について設置されたスマート
 ロック（暗証番号による解錠）で、利用団体が開錠施錠するように移行し、管理指導員
 謝金の削減を図ったが、11施設が未設置である。　
・施設の利用申請書の提出（施設の空き状況の確認を含む）及び照明料の納付等の手続き
【別紙3】について、利便性の向上を図る必要がある。

〔方向性〕
・学校等施設開放事業における一連の手続きについて、インターネット（kintone等）を
 活用した手続きを検討する。
　※令和6年度中に、団体登録、利用申請書の提出（施設の空き状況の確認を含む）は
   デジタル化の予定。
・令和6年度に未設置の体育館について、スマートロックの設置等を行う。

比較参考値
（他自治体での類似

事業の例など）

（尾道市）
・学校施設の使用を許可している。（尾道市学校施設等使用条例）
・鍵の管理は、学校の近くの人に鍵を預けており、利用者が鍵をその家に取りに行き開錠
 閉錠して、利用後に返却をしている。

（東広島市）
・学校体育施設の開放を行っている。（広島市立小・中学校体育施設の開放に関する規
 則）
・鍵の管理、設置した暗証番号式の鍵ボックスから、利用者が鍵を取り出して開錠閉錠し
 ている。

特記事項
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